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第１２回世界剣道選手権大会要項 
２００２年３月２１日 

１．主  催 ：   国際剣道連盟 (IKF) 

主   管 ：   英国剣道協会 (BKA) 

後  援 ：   (財)全日本剣道連盟 (AJKF) 

 

２．開催地および大会会場： イギリス・スコットランド・グラスゴー  

    ケルヴィンホール・国際スポーツアリーナ 

 

３．行事日程 ：  ２００３年７月１日（火）～ ７月７日（月)  

 

  （１）大会期日： ２００３年７月４日(金) ～ ７月６日(日)   

 

  （２）行 事：  

  月日         行  事 （日中）   （夜） 
7 月 1 日(火) 審判講習会 

 

 

7 月 2 日(水) 審判講習会（審判会議） 

EKF 総会 

 

7 月 3 日(木) 監督会議、団体戦初戦オーダー表提出 

IKF 理事会／総会 

 

IKF 会長招宴 

 

7 月 4 日(金) 開会式 

 女子個人選手権、女子団体選手権 

              表彰式、親善稽古 

 

 

7 月 5 日(土) 開始式   

 男子個人選手権      表彰式、親善稽古 

          

 

 

7 月 6 日(日) 開始式 

 男子団体選手権      表彰式、閉会式 

       

ｻﾖﾅﾗﾊﾟｰﾃｨｰ 

7 月 7 日(月) 全剣連剣道講習会／剣道段位審査会 

            

 

＊組み合せ抽選会は、最終エントリー確定後に公開で行なう。（6-(4)参照） 

＊参加国は７月３日までに、主管の英国剣道協会大会事務局へ選手団の到着を報告し、３日の監督

会議に必ず１名は出席すること。 
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４．試合規則 

試合は全て国際剣道連盟試合・審判規則（2000 年 3 月 23 日改訂版)により行なう。(その後の改訂が

ある場合はそれも含む。)但し試合時間は､後述 7-(2)-a および 8-(6)-a-1）で定義した時間で行なう。 

 

５．参加資格 

（１）参加国（参加団体） 

本大会に参加できるのは、ＩＫＦ加盟国（団体）のみとする。但し本大会前年のＩＫＦ理事

会において、ＩＫＦ加盟が承認された国（団体）は、本大会に参加することができる。 

（２）参加者 

本大会試合に参加する監督および選手は、次の資格を有しなければならない。 

ａ．上記参加国（団体）の正式登録会員であること。  

ｂ．最終エントリーの時点で、代表する国の国籍を有すること。（確認のために、パスポ

－トの提示を求められる）その国の国籍を有しない者については、事前にその国の

会長が理由書をＩＫＦへ提出して審査を受け、最終エントリー前にＩＫＦ会長の承

認が得られた場合のみ認められる。 

 

６．エントリー、出場選手登録および組み合せ抽選 

（１）予備エントリー 

予備エントリーは、ＩＫＦおよび主管国が各国の参加予定を把握し、大会規模や費用を見積

もるために行なうものである。各国は以下について所定の予備エントリー用紙に記入し、指

定の締切日までにＩＫＦ事務局へ提出しなければならない。 

ａ．第１２回世界剣道選手権大会（１２ＷＫＣ）への参加意志 

ｂ．選手団役員（団長、監督、コーチ、合計５名まで）および選手団選手（男女各１０

名まで）の予定数 

ｃ．各競技（男女 個人・団体）への参加意志 

ｄ．各競技（男女 個人・団体）へ登録する予定の選手数（個人選手権は男女とも最大

５名まで、団体選手権は男女とも最大７名まで。） 

 

予備エントリー締切日： ２００２年９月３０日 

 

（２）最終エントリー（選手団氏名登録と参加競技登録） 

各国は、選手団役員（団長、監督、コーチ、合計５名まで）および選手（男女各１０名まで）

の氏名を明らかにして、最終的に自国選手団としてエントリーする。エントリー者は前述

5-(2)の参加資格を満たさなければならない。各国は以下の項目について所定の最終エント

リー用紙に記入し、指定締切日までにＩＫＦ事務局へ全員の写真とともに提出しなければな

らない。 

ａ．全員の氏名、年齢、段位、国籍  

ｂ．各競技（男女 個人・団体）への参加意志 

ｃ．男女個人選手権へ登録する予定選手数。（男女とも最大５名まで。） 

最終エントリーされた選手のみが試合に参加することができる。一旦最終エントリーがＩＫ

Ｆ事務局に受理された後は、選手団役員・選手とも変更は認められない。男女とも、団体選

手権に出場するためには、最終エントリーする選手が５名以上いなければならない。 

 

最終エントリー締切日： ２００３年４月１日 
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(３）出場選手登録 

参加各国が最終エントリーした選手のうち、各競技にそれぞれ出場する選手の氏名を登録す

るものである。各国は、個人選手権出場選手登録および団体選手権出場選手登録について、

それぞれ所定の用紙に記入の上、下記のそれぞれの締切日までにＩＫＦ事務局へ出場選手氏

名を提出しなければならない。 

ａ．選手は、個人選手権・団体選手権の両方に出場することができる。 

ｂ．男子は女子部門の試合に、女子は男子部門の試合に出場することはできない。  

ｃ．個人選手権出場選手登録は、男女とも各５名以下。 

ｄ．団体選手権出場選手登録は、男子女子ともそれぞれ５名以上７名以下とする。 

ｅ. 団体選手権については、前項の人数が揃わない場合、出場選手登録をすることはで

きない。 

ｆ．審判は選手として試合に出場することはできない。 

 

個人選手権出場選手登録 締切日： ２００３年４月１日（最終エントリーと同時） 

 

団体選手権出場選手登録 締切日： ２００３年６月１３日 

 

(４）組み合せ抽選 

男女個人および団体選手権予選の組み合せ抽選は、ＩＫＦ役員と主管国剣連会長立合いのも

とで、最終エントリー確定後すみやかに抽選会を行ない、各国へその結果を通知する。男女

団体選手権予選は、第１１回大会の成績に基づき上位チームのシ－ド制とする。（後述 8‐

(6)-b-3）および図参照。） 

なお、組み合せ確定後に欠場が決まった場合や試合当日欠場があっても、再抽選や組み合せ

変更は行わない。但し、団体選手権については、監督会議の時点で欠場チームが確認された

場合は、その欠場チームの属する予選グループ内の組み合せのみを変更する。 

例： 予選 A グループ（a～e の５チームとする）で、c チームの欠場が監督会議で確認され

た場合、dチームを cチームの位置に繰り上げ、eチームを d チームの位置に繰り上げ、予選

Aグループは４チームのグループとして組み合せし直す。（8‐(6)-b-3）および図参照。） 

 

７．個人選手権試合の方法 

（１）個人選手権に出場する選手は、個人選手権出場選手として出場選手登録された選手でなければ

ならない。 

（２）試合の方法 

ａ．試合は、予選および決勝トーナメントとも、男子は時間５分による３本勝負、女子は３

分による３本勝負とし、時間内に勝敗が決しない場合は延長戦を行なう。延長戦は１本

勝負とし、勝敗の決するまで時間を区切らず行なう。 

ｂ．予選では、３名で構成されるいくつかのグル－プを設け、グル－プ内で総当り戦を行う。

各グル－プの１位が決勝ト－ナメントに進出する。（図略） 

ｃ．予選各グル－プへの選手の振り分けは抽選による。但し同じ団体の選手は異なるグル－

プに振り分ける。また、グル－プ構成の際端数のある場合は２名をもって１つのグル－

プとする場合がある。 

ｄ．予選グループ内の順位決定方法 

1) 勝ち数の最も多い者が、決勝ト－ナメントに進出する。 

2) 勝ち数が同じ場合は、取得本数の多い者を上位とする。 

3) 勝ち数も取得本数も同じ場合は、該当者間の試合によって決勝進出者を決定する。

試合方法は１本勝負とし、勝敗の決するまで時間を区切らずに行なう。  

4)  
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（３）表 彰 

１位、２位、３位（２名）および敢闘選手８名を表彰する。敢闘選手はＩＫＦ会長の指名によ

る若干名の選考委員により決定される。 

 

８．団体選手権試合の方法 

（１）団体選手権は男女とも一部制とし、各団体から１チ－ムが参加できる。 

（２）男女とも、１チ－ム５名以上７名以下の出場選手登録済みの選手で構成されなければならない。 

（３）試合は男女とも５人制により勝敗を決する。（なお、試合当日において、登録選手の棄権により

出場選手が３名に満たなくなった場合、そのチームは団体選手権試合に出場することはできな

い。） 

（４）試合毎の出場選手は、団体選手権出場選手として出場選手登録された選手の中から選ばれ、そ

の編成は試合の都度変更できる。 

（５）試合の出場選手オ－ダ－表は、直前の試合の開始前に、その試合場の審判主任に届けなければ

ならない。なお、届出のない場合は前回試合のオ－ダ－表に変更がないものとみなす。（但しそ

のチームの最初の試合のオ－ダ－表は、監督会議後に大会事務局へ提出されなければならな

い。） 

 

（６）試合の方法 

 

ａ. 個々の試合 

1) 個々の試合は、予選および決勝トーナメントとも、男子は時間５分による３本勝負、

女子は３分による３本勝負とし、時間内に勝敗が決しない場合は引き分けとする。 

2) 選手が健康上およびその他の事由により試合を棄権する場合、その試合は棄権側を負

けとし、相手選手に２本を与える。但し双方の選手とも棄権した試合は、どちらにも

勝敗・本数を与えない。 

3) 代表者戦は１本勝負とし、勝敗の決するまで時間を区切らずに行なう。  

 

ｂ．予選 

1) ８組の予選グル－プ（Ａ～Ｈ）を設ける。 

① 参加チ－ムが２４以下の場合は、各グル－プは２～３チ－ムで構成される。 

② 参加チ－ムが２５～３２の場合は、各グル－プは３～４チ－ムで構成される。 

③ 参加チ－ムが３２を超える場合は、各グル－プは４～５チ－ムで構成される。 

2) 予選試合方法 

① グル－プを構成するチ－ム数が３以下の場合は、グル－プ内において通常の総当

り戦を実施し、グループ内順位を決定する。 

② グル－プを構成するチ－ム数が４以上の場合は、グル－プ内で次のような方式で

試合を実施し、グループ内順位を決定する。(各チ－ムは予選において２試合を

行なう。) 

   （ａ～ｅをグル－プ内チ－ム名とした場合） 

 

＜４チ－ムの場合＞      ＜５チ－ムの場合＞ 

ａ vs ｂ    ａ vs ｂ 

            ｃ vs ｂ         ｃ vs ｂ 

            ｃ vs ｄ         ｃ vs ｄ 

            ａ vs ｄ         ｅ vs ｄ 

                         ｅ vs ａ 
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3) 各予選グル－プへのチ－ムの振り分けとグループ内での配置は、抽選による。但し第

１１回大会の１位から３位までの４チ－ムをシ－ドとし、それぞれ別のグル－プに振

り分ける。シ－ドチ－ムの振り分けは下図の通りとする。(３位位置は抽選) 

 

 

 

 

 

         Ａ1 Ｇ2 Ｆ2 Ｂ1   Ｃ1 Ｅ2 Ｈ2 Ｄ1  Ｅ1 Ａ2  Ｄ2 Ｆ1  Ｇ1 Ｃ2 Ｂ2 Ｈ1 

 A   B   C   D   E   F   G   H 

a. １位 

b 

c 

d 

(e) 

a.  

b 

c 

d 

(e) 

a. ３位 

b 

c 

d 

(e) 

a. 

b 

c 

d 

(e) 

a.  

b 

c 

d 

(e) 

a. ３位 

b 

c 

d 

(e) 

a.  

b 

c 

d 

(e) 

a. ２位 

b 

c 

d 

(e) 

なお、最終エントリーの時点において、団体選手権参加国が４０を超えた場合は、前述の

予選グループ数または決勝トーナメント対戦組み合せを、再検討し変更する場合がある。 

また、最終エントリーの時点において、団体選手権参加国が２０以下だった場合は、予選

グループを４組とする。（下図参照、シードチーム３位位置は抽選。） 

 

 

 

 

            Ａ1 Ｃ2  Ｄ2  Ｂ1  Ｃ1 Ａ2 Ｂ2 Ｄ1    

  A   B   C   D 

a. １位 

b 

c 

d 

(e) 

a. ３位 

b 

c 

d 

(e) 

a. ３位 

b 

c 

d 

(e) 

a. ２位 

b 

c 

d 

(e) 

 

4) 予選におけるチ－ム同士の対戦の勝敗は、以下のようにして決定される。 

① 勝者数の多いチ－ムを勝ちとする。 

② 勝者数が同じ場合は、取得本数の多い方を勝ちとする。 

③ 勝者数も取得本数も同じ場合は引き分けとし、代表者戦は行なわない。 

5) 各予選グル－プ内の対戦による成績で上位の２チ－ムが決勝ト－ナメントへ進出する。 

6) 予選グル－プ内の順位決定方法は次の通りとする。 

① チ－ムとしての勝ち数が多い方を上位とする。 

② チームとしての勝ち数が同じ場合、負け数の少ない方を上位とする。 

③ 上記①・②が同じ場合、勝者数の多い方を上位とする。 

④ 上記①～③が同じ場合、取得本数の多い方を上位とする。 

⑤ 上記①～④が同じ場合、 

・グル－プ内１位・２位の決定は行なわないが、決勝ト－ナメントのポジショ

ン決めは抽選で行なう。 

・グル－プ内２位・３位の決定については代表者戦によるものとする。 

⑥ グル－プ内で上位の３チーム以上が上記①～④についてまったく同じ場合は、当

該チ－ム代表による総当りの代表者戦で順位を決定する。 

 



                     

 - 6 - 

ｃ．決勝ト－ナメント 

 1) 決勝ト－ナメント１回戦では、各予選グル－プの１位チ－ムは原則として他のグル－

プの２位チ－ムと対戦する。（前述図参照） 

 2) 決勝ト－ナメントにおけるチ－ムの勝敗は、以下のようにして決定される。 

①勝者数の多いチームを勝ちとする。 

②勝者数が同じ場合は、取得本数の多い方を勝ちとする。 

③勝者数も取得本数も同じ場合は、代表者戦により勝敗を決定する。 

 

 (７)表彰 

男女それぞれにおいて、１位、２位、３位（２チ－ム）および敢闘選手８名を表彰する。敢

闘選手はＩＫＦ会長の指名による若干名の選考委員により決定される。 

 

９．大会役員および審判員の選任 

(１）大会役員の任命は、前回大会に準じて、ＩＫＦ本部が行なう。 

(２）審判団は、審判長１名、審判主任４名、審判員２４名以上、計２９名以上で構成する。  

(３）審判員の選任 

ａ．選考 

ＩＫＦ加盟団体会長は、次の①から⑤に定められた条件を満たす者（各国６名以下）を、

所定用紙にてＩＫＦ会長に推薦する。各国からの推薦者にＩＫＦ会長推薦の者を若干名

加えた候補者の中から、ＩＫＦ会長が委嘱した選考委員会が１２ＷＫＣ審判員を選考す

る。 

① ＩＫＦ加盟団体の会員であり、原則として当該国の国籍を有する者。 

② 年齢３５歳以上、７０歳以下（２００３年１月１日時点）の者。 

③ 剣道５段以上を有し、健康体であり、常時稽古に参加している者。 

④ ＩＫＦ剣道試合・審判規則を熟知し、国際大会や国内選手権大会および同程度の大

会の審判経験が豊富で、審判能力の高い者。 

⑤ 第１１回大会以降、ＩＫＦゾーン別審判講習会に最低１回は参加しており、かつ大

会前に行なわれる第１２回世界剣道選手権大会審判講習会に必ず出席できる者。 

ｂ．審判員の委嘱 

ＩＫＦ会長から選考された者の通知を得た加盟団体会長は、委嘱を受けた本人の諾否の

確認結果を直ちにＩＫＦ事務局に報告するものとする。 

ｃ．審判長、審判主任および日本人審判員はＩＫＦ会長が指名する。 

 

10．費用の負担区分 

（１）全ての参加者は、それぞれの国と開催地の往復旅費、滞在中の宿泊費および食費を自己負担

とする。特に大会期間中の宿泊費、食費の負担額、予約および支払方法等詳細については、

主管の英国剣道協会から事前に参加各国へ指示されるので、その指示に従うこと。 

（２）審判員については、審判講習会前日（６月３０日）の夕食から審判講習会翌日（７月３日）

朝食までの宿泊および食費をＩＫＦが負担するものとし、相当額を各審判員が所属するＩＫ

Ｆ加盟団体へ支給する。その他の大会期間中の宿泊および食費は自己負担またはその審判員

が所属するＩＫＦ加盟団体負担とする。 

（３）大会および関連行事にかかわる費用については、ＩＫＦおよび主管の英国剣道協会が協議の

上、それぞれの負担分を決定する。 
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11．その他 

（１）各国選手団、審判、ＩＫＦ役員は、開催地に到着後、必ず大会事務局へその到着を連絡し、

主管の英国剣道協会から必要書類や資料等を受け取らなければならない。 

（２）試合の直前に行なわれる選手の呼び出しがあってから５分以内に現れない選手は失格とし、

その試合に出場できず、不戦負けとなる。 

（３）担当審判員の合議により、薬物（アルコ－ル類を含む）の影響下にあることが明瞭と認めら

れた選手は失格とされ、その試合に出場できず、不戦負けとなる。なお、大会期間中または

大会期間前後にドーピング検査が実施される場合は、実施詳細について、主管である英国剣

道協会より参加各国へ事前に連絡がなされる。 

（４）選手は自国において旅行期間中の傷害保険に加入することとする。 

 

                    (以上) 

 

 


